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インディペンデンスリーグ 2024【東海】 開催要項  
第Ⅰ版 2024 年 4 ⽉ 21 ⽇ 常任理事会提案  

1. 〔⼤会正式名称〕  

インディペンデンスリーグ 2024【東海】  

2. 〔主催及び主管団体〕  

（１） 主催団体 ⼀般財団法⼈全⽇本⼤学サッカー連盟 東海学⽣サッカー連盟  

（２） 主管団体 東海学⽣サッカー連盟  

3. 〔⽇ 程〕  

  前期リーグ 4/28 ～ 7/7 予定（延期試合の消化期限は 7/13 までとする）  

  後期リーグ 7/14 ～ 9/15 予定（延期試合の消化期限は 11/3 までとする）  

4. 〔会 場〕  

 東海圏内、公共施設及び各⼤学のグラウンド  

5. 〔⼤会⽅式〕  

（１） インディペンデンスリーグ 2023【東海】の最終順位を⽤いた 前期 1 部リーグ、2 部リーグ、後期 1 部リーグ、2 部リー 

グ、3 部リーグの ディビジョン制で行う。  

（２） 前期リーグについて、各リーグで 1 回戦総当たりを行い、順位を決定する。  

1 部リーグ最終順位の下位 4 チームが降格  

2 部リーグ最終順位の上位 2 チームが昇格、下位６チーム３部リーグに降格  

（３） 後期リーグについて、各リーグで 1 回戦総当たりを行い、順位を決定する。 

1 部リーグ最終順位の下位 2 チームが降格  

2 部リーグ最終順位の上位 2 チームが昇格、下位 2 チームが降格  

3 部リーグ最終順位の上位 2 チームが昇格。 

（４） 前期１部リーグ１位、後期１部リーグ１位のチームで I リーグ全国大会出場決定戦を行い全国大会出場チームを決定する。 

尚、前期、後期ともに、１部リーグ１位のチームが同じ場合は I リーグ全国大会出場決定戦は行わず、該当チームが全国 

大会に出場する。 

6. 〔出場チーム資格〕  

（１） 当該年度、(公財)⽇本サッカー協会（以下「JFA」という）及び（⼀財）全⽇本⼤学サッカー連盟（以下「JUFA」と 

いう）、 東海学⽣サッカー連盟に登録されている単独の⼤学⽣で構成されるチーム  

（２） 東海学⽣サッカー連盟が加盟を認める単独の学部、短⼤学部、分校、⾼等専⾨学校、専修学校の学部⽣をもって構成され 

るチーム  

7. 〔出場選⼿資格〕  

（１）当該年度の加盟団体登録⼿続きにおいて、第 6 条で認められるチームの選⼿登録を完了している選⼿のうち、当該校の学

部⽣である者。  

（２） チームの登録選⼿数は最低 17 名とし、変更期間も含め 1 チームの登録選⼿数の上限は設けないものとする。  

※ I リーグ全国⼤会規定では、インカレとの⼆重登録は認められておらず、東海地域での最終戦の所属チームを基本とし

てチーム間移籍は認められていないことを考慮し、チーム編成を行うこと。 

※複数チームがエントリーしている⼤学は、⼤会期間中のチーム間の選⼿の移籍は原則禁⽌とする。 

（３） 試合に登録することができる外国籍選⼿は、1 チーム 5 名以内とする。  

（４） アットホームカップ 2024 第 22 回インディペンデンスリーグ全⽇本⼤学フェスティバル（以下、「全国⼤会」とする。） 

の規定に規基づき、以下の（ア）・（イ）に当てはまる選手が出場した試合は原則 0 対 3 の不戦敗扱いとなる。  

（ア） 全⽇本⼤学サッカー選⼿権⼤会・総理⼤⾂杯全⽇本⼤学サッカートーナメント（以下「総理⼤⾂杯」という）の 参

加チームを決定するための予選⼤会において合計 135 分以上の試合出場または合計 3 試合以上の試合エン 

トリーをした選⼿が 1 名でもチーム内にいる。  

（イ） 総理⼤⾂杯の開幕以降にトップチームの試合にエントリーされた選⼿が 1 名でもチームいる。  

※試合エントリーとは、先発または控え選⼿としてベンチ入り登録をすることを指す。 
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（５）（４）を満たした選⼿を除いて、全国⼤会の最低エントリー⼈数を満たしている最上位チームに全国⼤会の出場権を与え

る。  

（６） 参加する選⼿は JFA 個⼈登録証を必ず持参すること。参加資格に疑義ある場合は JUFA 東海 が JUFA と協議して裁定す

る。  

8. 〔順位決定〕  

状況に応じ、順位決定（１）〜順位決定（３）で順位を決定する。  

（１） 1 部リーグ全試合開催の場合  

（ア）1 部リーグが終了した時点の勝点（勝利 3 点、引き分け 1 点、敗戦 0 点）の合計が多いチームを上位とする。 

勝ち点が同⼀の場合は次の各号の順序により決定する。  

① リーグ戦全試合の得失点差  

② リーグ戦全試合の総得点数 

③ 当該チーム間の対戦成績（イ.勝利 ロ.得失点差 ハ.総得点数）  

④ 抽選 （抽選方法については常任理事会にて決定する。） 

（２） 全試合が最終⽇までに開催されなかった場合  

（ア）リーグ戦・基準試合数の勝ち点の合計数を試合数で割り、その点の多い順に順位を決定する。 

（基準試合数：前期 7 試合 後期：１部５試合、２部、３部４試合） 

（勝ち点率） （同点となった場合は（１）の①④に倣う。）  

（イ）基準試合数に満たないチームについては、満たしたチーム順位より下で暫定順位をつける。算出⽅法については勝ち

点率を採⽤し、その点の多い順に暫定順位をつける。  

（同点となった場合は（１）の①―④に倣う。）  

（３） 基準試合数の開催ができない場合やその他の状況が発⽣した場合  

（ア）⽇程内に基準試合数に到達しない場合や、その可能性が⾼いと判断した場合、その他理由で試合が⾏えない、また 

は試合が⾏えないことが発⽣する可能性がある場合等、不測の事態が発⽣もしくは発⽣する可能性のある場合はそ 

の都度、常任理事会を開催し、その対応を協議し決定するものとする。  

9. 〔試合⽅式〕  

（１） 試合時間は 90 分とし、延長戦は行わない。ただし「Ｉリーグ全国大会出場決定戦」においては 90 分で決しない場合は

20 分間(前後半各 10 分)の延長戦を行う。それでも決しない場合はＰＫ方式により全国大会出場チームを決定する。  

（２） 試合は、当該年度における最新の国際サッカー連盟（FIFA）及び公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」）の競技規 

則に従って実施される。 

（３） 選⼿交代は、各チーム競技開始前に登録した最⼤ 9 名の交代要員の中から 7 名の交代が認められる。なお交代回数の制 

限は設けない。 

（４） 試合中、主審より退場を命じられた選⼿は、本⼤会の次の 1 試合に出場することができない。また、その後の処置につい

ては規律委員会において決定する。  

（５） 各 1 試合を通じて、主審より警告を 2 回受けた選⼿は、次の 1 試合に出場できない。また、本⼤会における累積警告 

による次節出場停⽌は下記の通りとする。 なお前期リーグの累積警告については後期リーグへ持ち越さない。ただし出

場停止処分は後期リーグへ持ち越す。 

 〔前期〕 

1 部リーグ (12 チーム):累積警告 3 枚で次節出場停⽌  

2 部リーグ (11 チーム):累積警告 3 枚で次節出場停⽌  

 

〔後期〕 

1 部リーグ (10 チーム):累積警告 2 枚で次節出場停⽌ 

2 部リーグ ( 7 チーム):累積警告 2 枚で次節出場停⽌ 

3 部リーグ ( 6 チーム):累積警告 2 枚で次節出場停⽌  

10. 〔表 彰〕  

本⼤会において前期、後期 1 部リーグ優勝・準優勝・第 3 位のチーム及び得点王・アシスト王 の選⼿は、表彰受ける。 

（１） 全試合開催された場合  

(ア) チーム表彰  

① 前期、後期 1 部リーグ優勝チームには、表彰状・トロフィーが贈られる。  

② 前期、後期 1 部リーグ第 2 位チーム・第 3 位チームには、表彰状・トロフィーが贈られる。 

(イ) 個⼈表彰  

① 得 点 王 前期、後期の 1部リーグ 得点王 1 名を表彰する。  

② アシスト王 前期、後期の 1 部リーグ アシスト王 1 名を表彰する。  
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（２） 全試合が最終⽇までに開催されなかった場合  

(ア) チーム表彰  

「基準試合数」を満たしたチームにおいて順位を決定した後、各表彰を行う。 

(イ)個⼈表彰         

「基準試合数」に関係なく、11/3 時点での得点王・アシスト王を表彰する。  

 

 

〔連絡先〕  

東海学⽣サッカー連盟 I リーグ部  

〒468-0011 愛知県名古屋市天⽩区平針 2-1801 シャトレ杉浦 20C E-Mail jufatokai.ileague@gmail.com 


